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抄録：本稿の目的は、アメリカにおける無償インターンシップ訴訟の展開について述べることである。これは、無償
でインターンシップを行っている学生（インターンシップ生）がインターンシップの受入先に対して賃金の支払いを
求め、訴訟にまで発展した事件のことである。同訴訟では、インターンシップ生が公正労働基準法上の労働者に該当
するか否かが争点となった。本稿では、1947年のWalling v. Portland Terminal Co. 判決以降、インターンシップ生の
労働者該当性について争われた判例の展開を概観する。具体的には、インターンシップ生の労働者該当性についての
アメリカ労働省による判断基準（ファクトシート71号）、同基準をめぐる連邦控訴裁判所間の対立を叙述する。その
対立の中で、2015年の Glatt v. Fox Searchlight Pictures Inc.判決が提示した判断基準（新・主要受益者テスト）とそ
の後の判例の展開にも触れていく。最後に、アメリカ労働省が2018年に同テストを採用すると発表したことで（同号
の廃止）、インターンシップ生の労働者該当性に関する判断基準の論争が一応解決したことを示すものである。
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Ⅰ．はじめに

本稿は、アメリカにおける無償インターンシップ訴訟
の展開について述べるものである。
アメリカでは、2011年以降、無償でインターンシップ
を行っている学生（インターンシップ生）がインターン
シップの受入先に対して賃金の支払いを求め、訴訟にま
で発展した事件が次々に起きた。一連の事件では、イン
ターンシップ生が公正労働基準法（The Fair Labor
Standards Act）上の被用者（労働者）に該当するか否
かが争点となった。インターンシップ生が労働者に該当
すれば、受入先はインターンシップ生に対して賃金を支
払わなければならない。
アメリカ労働省（U. S. Department of Labor）は、
2010年の段階で、インターンシップ生の労働者該当性に
ついての判断基準（ファクトシート71号 1 )）を示してい
た。しかし、同号の適用をめぐって、アメリカ連邦控訴
裁判所の判断は分かれていた。
そうしたなかで、アメリカ労働省は、2018年にファク
トシート71号を廃止するとした 2 )。アメリカ労働省は、
今後、2015 年の Glatt v. Fox Searchlight Pictures Inc.判

決 3 )で採用された判断基準を採用するとした。
本稿は、アメリカ労働省がGlatt 判決の判断基準を採
用したことを契機として、無償インターンシップ訴訟の
展開を叙述し、最後に一連の同訴訟後のインターンシッ
プの動向の一端に触れようとするものである。

Ⅱ．公正労働基準法と職業訓練生

アメリカの公正労働基準法 4 )は1938年に制定された。
同法は、主に、最低賃金、労働時間の規制、年少者の労
働の制限についての規定をおいている。

1．公正労働基準法の概要
公正労働基準法は、「通商に従事し、又は通商のため
の商品の生産に従事する被用者」、又は「そのような通
商や商品生産に従事する企業に雇用される被用者」に対
して、使用者が最低賃金（7.25ドル）を支払わなければ
ならないと規定している 5 )。同法は、ここでいう労働者
を「使用者によって雇用される（employed）あらゆる
個人」と定義している 6 )。
しかし、この労働者の定義は広くあいまいなもので
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あった 7 )。こうしたなかで、アメリカ連邦最高裁判所は、
1947年のWalling v. Portland Terminal Co.事件 8 )におい
て、「職業訓練生」（trainee）が公正労働基準法上の労
働者に該当するか否かという問題を扱うことになった。

2．Walling v. Portland Terminal Co.判決
この事件では、鉄道会社における職業訓練生の労働者
該当性が争われた。被告・鉄道会社は、構内ブレーキ係
（yard brakemen）の求職者に対して、同係の資格があ
る作業者となるために、 1週間程度の実践的訓練を課し
ていた。この訓練期間中、職業訓練生には報酬が支払わ
れず、多くの職業訓練生も報酬を期待していなかった。
しかし、原告となった職業訓練生は、自らが公正労働基
準法上の労働者に該当すると主張し、鉄道会社を被告と
して最低賃金の支払いを求める訴訟を提起した。連邦地
方裁判所 9 )と連邦控訴裁判所 10)は原告の請求を棄却し
た。そこで、原告は連邦最高裁判所に上訴した。
連邦最高裁は、次のように述べて、職業訓練生が公正
労働基準法上の労働者に当たらないとした。
第一に、同法の目的である。それは、すべての労働者
が同法で定められた最低賃金よりも低い賃金で労働力の
提供を強いられないことである。この目的のために、労
働者の定義が広いのである。しかし、このことは、明示
又は黙示による報酬の支払いの有無にかかわらず、他者
の施設内で自己の利益のために就労する全ての者を含む
ということを意図していない。そして、ある者（たとえ
ば職業訓練生）の労働力の提供が自己の利益にしかなら
ない場合、この者（職業訓練生）は、この者に対して訓
練を行う他者（たとえば鉄道会社）の労働者であるとは
解されない。
第二に、職業訓練生が公正労働基準法上の労働者に当
たらない理由である。それは、①鉄道会社は職業訓練生
から直接の利益を受けているわけではないこと、②訓練
内容は正規従業員の業務に取って代わるものではないこ
と、③訓練内容は、鉄道会社の業務を促進するものでは
ないし、時には鉄道会社の業務を妨げるかもしれないこ
と、④職業訓練生は無償であることを理解し、報酬があ
ることを期待していないことである。
このPortland Terminal 判決は、インターンシップ生
の労働者該当性を直接扱ったものではないが 11)、当該該
当性を判断するうえで強い影響を与えた 12)。

3．職業訓練生の労働者該当性についての判断基準
1967年、アメリカ労働省の賃金時間部（Wage & Hour
Division）は、Portland Terminal 判決に基づいて、職
業訓練生の労働者該当性についての判断基準を示した13)。
①職業訓練は、使用者の事業の実際の運営において行わ
れるとしても、職業訓練校で受けるものと同じである
②職業訓練は訓練生の利益になっている
③職業訓練生は、綿密な監視下で就業しているものの、

正規の労働者と置き換えうる
④使用者は、職業訓練生から直接的利益をうけず、実際
上その訓練により業務を妨げられている
⑤職業訓練生は、職業訓練後に必ずしも職を得るわけで
はない
⑥使用者と職業訓練生は、訓練に対して賃金が発生しな
いものと理解している、である。
これら①～⑥をすべて充足すれば、職業訓練生は、公
正労働基準法にいう労働者に該当せず、最低賃金の支払
いの対象にならない14)。

4．Portland Terminal Co.判決及びアメリカ労働省の判
断基準をめぐって
その後、裁判所は、Portland Terminal 判決の上記四
理由とアメリカ労働省の判断基準を相互に適用して、職
業訓練生の労働者該当性について判断を示した。しか
し、これらの適用の仕方をめぐっては、連邦控訴裁判所
の間で次のような違いがみられた。
㋐アメリカ労働省の判断基準①～⑥の全ての適用
1982年の Donovan v. American Airlines, Inc.判決 15)は、
同判断基準①～⑥の全ての充足を求め、機内乗務員訓練
生の労働者該当性を否定した。
㋑アメリカ労働省の判断基準④の適用
1983年の Donovan v. Trans World Airlines, Inc.判決 16)

は、同判断基準④「使用者は、職業訓練生から直接的利
益をうけていないこと」を適用し、㋐と同じく機内乗務
員訓練生の労働者該当性を否定した。
㋒アメリカ労働省の判断基準の不適用
1989年のMcLaughlin v. Ensley 判決 17)は、同判断基準
を適用せず、職業訓練により「主要な利益」を受けるの
は誰か」という点に着目し、自動販売機への品物補充及
びスナック類の販売を行うルート・マンの訓練により主
要な利益を受けるのは使用者であるとして、ルート・マ
ンの訓練生の労働者該当性を肯定した。
㋓アメリカ労働省の判断基準①～⑥を総合的に適用
1993年の Reich v. Parker Fire Protection Dist.判決 18)

は、同判断基準を総合的に適用し、消防士の訓練生の労
働者該当性を否定した。
㋐は六事項テスト（Six Part Test）、㋑は直接的利益
テスト（Immediate Benefit Test）、㋒は主要受益者テス
ト（Primary Beneficiary Test）、㋓は総合的考慮テスト
（Totality of the Circumstances Test）と呼ばれた。
このように、連邦控訴裁判所の間では、職業訓練生の
労働者該当性を判断する基準が対立していた。そうした
なかで、アメリカ労働省の判断基準は、職業訓練生だけ
ではなく、インターンシップ生にまでその適用対象を拡
大した。すなわち、1996年、同判断基準②～⑥の職業訓
練生の後に学生（trainee or students）が挿入された19)。
そして、インターンシップ生の労働者該当性も次第に議
論されるようになった 20)。
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Ⅲ．公正労働基準法とインターンシップ生

上述のように、労働力を提供する者と使用者との雇用
関係の有無が最初に問題となったのは職業訓練生であっ
た。しかし、インターンシップがキャリア教育の一部と
して広く受け入れられるようになったことを背景にし
て21)、インターンシップ生の労働者該当性の判断基準が
アメリカ労働省により出されることになる。

1．ファクトシート71号（公正労働基準法の施行規則）
アメリカ労働省は、2010年、インターンシップ生の労
働者該当性を判断するための基準（ファクトシート71号）
を提示した 22)。
①インターンシップは、仮にそれが企業の業務運営に関
与するものであっても、教育機関で提供されている教
育内容に類似していること（たとえば、インターンシッ
プが、使用者の実際の業務とは対照的に、教室や大学
での経験に近い内容で構成されていること）
②インターンシップでの経験はインターンシップを行う
学生の利益になっていること（たとえば、インターン
シップ受入先の業務で必要な特定のスキルではなく、
多くの企業で役立つようなスキルを身につけさせる内
容であること）
③インターンシップを行っている学生は、正規の従業員
に取って代わるものではなく、従業員による厳重な指
揮監督の下で働いていること（たとえば、労働力の代
替としてインターンシップ生を使わないこと）
④企業はインターンシップを行っている学生の実習から
直接的な利益を得ず、場合によっては業務が実際妨げ
られることもあること（たとえば、ファイリングや事
務作業、顧客サービスなど使用者の利益につながる作
業をインターンシップ生にさせないこと）
⑤インターンシップを行った学生は、インターンシップ
終了時に、正規従業員として就職することが前提とさ
れていないこと（たとえば、インターンシップを雇用
前の試用期間としないこと）
⑥企業とインターンシップを行っている学生双方はイン
ターンシップが無償であることを理解していること
（たとえば、インターンシップが無償であることを書
面で確認すること）
このファクトシート71号は、Portland Terminal 判決
の上記 4つの理由を基礎としている23)。そして、同号は、
アメリカ労働省の判断基準の「職業訓練生、職業訓練、
及び職業訓練校」を「インターンシップ生、インターン
シップ、及び教育機関」と言い換えたものである24)。同
判決であげられた 4つの理由と同号①～⑥を対比すると
表 1のようになる25)。

同判決①と同号④－ 1、同判決②と同号③－ 1、同判
決③－ 2と同号④－ 2、同判決④と同号⑥は、それぞれ
関連している。他方、同号①②③－ 2と⑤は、同判決に
はみられなかった新しい要件である。
アメリカ労働省は、ファクトシート71号①～⑥を全て
充足すれば、インターンシップ生は、公正労働基準法上
の労働者に該当しないとした26)。すなわち、インターン
シップ生と受入先の間に雇用関係は存在しないので、受
入先はインターンシップ生に対して報酬を支払わなくて
よい。

2．ファクトシート71号をめぐって
ファクトシート71号は、インターンシップ生の労働者
性を明確にするというよりも更なる混乱を招いた 27)。そ
の一因として、同号の厳格さを指摘しうる28)。すなわち、
同号①～⑥を全て充足することは実際困難であり、結果
的に同号はインターンシップ生が労働者とみなされやす
い29)判断基準となっている。こうして、同号の適用の可
否をめぐり、連邦控訴裁判所の判断も次のように分かれ
ることになった。
㋐主要受益者テストを適用した判例
2011年の Solis v. Laurelbrook Sanitarium & School,
Inc.判決 30)は、上述のEnsley 判決が採用した主要受益者
テスト（Ⅱ－4－㋒）を適用した。宗教上の全寮制高校
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表 1 Portland Terminal判決とファクトシート71号の
対比

Portland Terminal 判決 ファクトシート71号

①会社は職業訓練生から
直接利益を受けているか

①インターンシップが教
育内容と類似しているか

②訓練内容は正規従業員
の業務に取って代わるも
のか

②インターンシップがイ
ンターンシップ生の利益
になっているか

③－1＝訓練内容は、鉄道
会社の業務を促進するも
のではないし、③－2＝時
には鉄道会社の業務を妨
げるものか

③－1＝インターンシップ
生は正規従業員に取って
代わるものでなく、③－2
＝従業員の監視下で働い
ているか

④訓練生は無償であるこ
とを理解し、報酬がある
ことを期待していないか

④－1＝企業はインターン
シップ生から直接利益を
受けず、④－2＝場合に
よっては業務の妨げに
なっているか

⑤インターンシップは正
規従業員としての就職を
前提としていないか
⑥企業とインターンシッ
プ生はインターンシップ
が無償であると理解して
いるか



を運営していた被告 Laurelbrook Sanitarium & School,
Inc. では、授業とは別に、仕事の責任を教えるための職
業訓練を生徒に課していた（25の職業訓練のうち16の職
業訓練は州の教育委員会に承認されていた）。この訓練
の中には、ごみトラックの運転、釘打機（nail gun）の
使用、丸鋸（circular saws）の操作などを生徒に行わせ
るものがあった。そこで、アメリカ労働省長官は、これ
らの訓練は未成年者が危険な（hazardous）業務に従事
することを禁止している公正労働基準法に違反するおそ
れがあるとして、被告に対して同法の遵守を強制するた
めの差止請求を提起した。
同判決は、この職業訓練により、学生・被告ともに利
益を受けているとした。しかし、学生の利益が被告の利
益よりも優っているとした。学生は被告の多方面にわた
る教育から有形の利益だけでなく無形の利益をも受けて
いる。学生は、職業訓練により、仕事の責任や仕事上の
倫理、教室内外でのリーダーシップを身につけることが
できる。また、学生のインターンシップにより、業務に
費やす時間が通常よりかかっているという意味で、実際
の業務の妨げになっている部分もある。
したがって、学生は公正労働基準法上の労働者に該当
せず、職業訓練を取り入れたカリキュラムは同法の規制
対象とはならない。同判決は、ファクトシート71号を適
用しなかったものの、主要受益者テストを適用するに当
たって、同号②「インターンシップがインターンシップ
生の利益になっているか」と同号④「インターンシップ
生が業務の妨げになっているか」を考慮した31)。
㋑ファクトシート71号を適用した判例
2013年の Kaplan v. Code Blue Billing & Coding, Inc. 判
決 32)では同号が適用された。医療事務コースをおいてい
た医療専門学校（被告）では、卒業要件でインターンシッ
プを必修化・単位化していた。医療事務を目指していた
原告 Kaplan は、医療事務に関連する企業でインターン
シップを行った。このインターンシップに報酬はなく、
原告も報酬を期待していなかった。原告は、インターン
シップ終了後、インターンシップが自らに教育的利益を
もたらさず、逆に自らが企業側に経済的利益を与えてい
るとした。そこで、原告は、自らが公正労働基準法上の
労働者であるとして企業先に賃金の支払いを求める訴訟
を提起した。
同判決は、ファクトシート71号を適用し、本件では同
号①～⑥が全て充足されているとして原告の請求を棄却
した33)。すなわち、問題となったインターンシップは、
医療専門学校で提供されている教育内容と類似し（同号
①）、単位化により学生の利益にもなっている（同号②）。
そして、原告は被告の監視下で実習を行っているので正
規従業員に取って代わることもない（同号③）。また、
被告は原告を教育し、監視を行っているので、原告から
直接的な利益を受けているわけでもない（同号④）。問
題となったインターンシップは就職を前提としたもので

はないし（同号⑤）、企業もインターンシップ生も同イ
ンターンシップが無償であると理解している（同号⑥）。
このように、ファクトシート71号の適用をめぐって、
連邦控訴裁判所の間で一致はみられなかった。そうした
なかで、次にみる Glatt v. Fox Searchlight Pictures Inc.
判決34)がインターンシップ生の労働者該当性を判断する
基準を提示した。

Ⅳ．Glatt v. Fox Searchlight Pictures Inc.判決

2007～2009年の景気後退により35)、企業は人員削減を
行い、それによる欠員を補充するために、無償インター
ンシップ生を利用した36)。このような背景で最初に起き
た事件がGlatt 事件であった37)。
原告Glatt は、映画「ブラックスワン」の製作にイン
ターンシップとして参加した（実習先は映画配給会社の
Fox Searchlight Pictures）。彼は、ニューヨーク大学の
マルチメディア系の学部を卒業後、同大学院教育学研究
科に進学した。彼は、2009年12月から2010年 2 月までの
間、「ブラックスワン」の製作に関する会計の実習を行っ
ていた。そして、 3月から 8月までは「ポストプロダク
ション」（映画撮影後の作業の総称）の実習を行っていた。
この実習期間中、彼は週50時間以上働き、 1週40時間の
法定労働時間を超えていた。そこで、彼は、自らの実習
が法定労働時間以上のものであり、正規の従業員に代わ
るものであるとし、Fox Searchlight Pictures に対して
最低賃金と時間外手当の支払いを求める訴訟を提起し
た。本件の主な争点は、学生である Glatt が公正労働基
準法上の労働者に該当するか否かであった。

1．連邦地裁判決
ニューヨーク州南部連邦地方裁判所38)は、ファクト
シート71号を適用し、原告が公正労働基準法上の労働者
であるとした。この連邦地裁判決は、インターンシップ
生の労働者該当性を初めて認めた判決であった39)。
①インターンシップが教育内容に類似しているか
①は Glatt の記録からみると決定的なものではない。
彼の実習は、書類のコピーやファイリング、会計課での
質問に答えるといったものである。彼は、インターン
シップで多くのことを学んでいないとしている。
②インターンシップが学生の利益になっているか
Glatt は、実習を通して映画の製作事務がどのように
行われているかを理解できたので、インターンシップか
らいくばくかの利益を得ている。しかし、これらの利益
は、インターンシップ生の利益となるよう意図的に組ま
れた実習内容の結果ではない。
③インターンシップ生は正規の従業員に取って代わるか
インターンシップ生は、正規の従業員が行っている仕
事を行っていた。
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④企業はインターンシップ生の実習から直接的な利益を
受けているか
③でもみたように、インターンシップ生は、正規の従
業員が行っている仕事を行っていた。そして、インター
ンシップ生が通常業務の妨げになったという証拠もない。
⑤インターンシップ生は、インターンシップ終了時に、
正規従業員として就職することが前提とされているか
⑤のことを示す証拠はない。
⑥企業とインターンシップ生はインターンシップが無償
であることを理解しているか
インターンシップ生は実習が無償であることを理解し
ていた。
①～⑥を総合的に考慮すると、Glatt は公正労働基準
法上の労働者に該当する。彼は、正規の従業員の仕事を
行い、その利益を使用者に提供し、特別の訓練を必要と
しない仕事を行っている。彼が受けた利益は、正規従業
員の仕事を単に行った結果である。この結果は、ユニー
クな教育として行われているインターンシップによるも
のではない。
連邦地裁は、同号を本件に適用する理由として、同号
が上述のPortland Terminal 判決（Ⅱ－ 2）の判断基準
を確認していることをあげた。上述のEnsley 判決（Ⅱ－
4－㋒）及び Solis 判決（Ⅲ－ 2）が採用した主要受益
者テストは主観的で予想できない。使用者は、同テスト
の下でインターンシップ生に対する賃金の支払いを要
求されているかどうか、決して知ることができない。こ
のような基準は扱いにくい。ファクトシート71号は、
Portland Terminal 判決の四理由を確認している。同号
は、公正労働基準法の執行機関（アメリカ労働省）によ
り公表され、同法の合理的な適用である。したがって、
同号は尊重されるべきである。
後述の第 2巡回区連邦控訴裁判所によれば、連邦地裁
は、ファクトシート71号①～④は Glatt が労働者である
という判断に重みを与え、同号⑤⑥は彼が職業訓練生で
あることに重みを与えたという。すなわち、連邦地裁は、
同号①～⑥の全充足を求めるというよりも、同号①～⑥
の全体的な考慮を行い40)、結果的には同号①～④に重み
を置くものとなっている。

2．第 2巡回区連邦控訴裁判決
第 2巡回区連邦控訴裁判所は、ファクトシート71号を
適用せず、後述の新・主要受益者テストを適用し、
Glatt は公正労働基準法上の労働者に該当しないとした。
連邦控訴裁が同号を適用しなかったのは、同号①～⑥の
全充足が、厳格にすぎ、Portland Terminal 事件の特定
の事実に依拠しすぎているからである。
本件における問題は、インターンシップ生又は使用者
が主要な受益者かどうかである。この主要受益者テスト
は、 2つの特徴がある。 1つは、インターンシップ生が

実習で受けているものは何かというところに焦点をあて
ていることである。もうひとつは、インターンシップ生
と使用者の間に存在する経済的実態を吟味する柔軟さを
裁判所に与えていることである。
連邦控訴裁は、主要受益者テストを次のように再定式
化した（新・主要受益者テスト）。
①インターンシップを行う学生と企業はインターンシッ
プが無償であることについて、どの程度明確に理解し
ているか。明示的又は黙示的な報酬の約束は、イン
ターンシップを行っている学生が労働者であることを
示唆する。
②インターンシップが教育機関から提供される教育内容
（教育機関による臨床や他の実地訓練を含む）とどの
程度類似しているか。
③インターンシップがそれを行う学生の正式な教育プロ
グラムの一環としてどの程度結びついているか、イン
ターンシップが単位取得とどの程度結びついているか。
④インターンシップが授業の開講期間と一致することに
より、学業への配慮がどの程度なされているか。
⑤インターンシップの実施期間は、インターンシップを
行う学生に対して、教育的価値を提供する期間にどの
程度限定されているか。
⑥インターンシップを行っている学生の実習は従業員の
仕事に取って代わるものではなくどの程度補助的なも
のか、またインターンシップが学生にとってどの程度
教育的価値の大きいものか。
⑦インターンシップがインターンシップ終了後の就職を
前提とせずに行われていることについて、学生と受入
先がどの程度理解しているか。
①～⑦の適用においては、問題となる状況を全て熟考
し、調整することが要求される。①～⑦のうちどれか 1
つが決定的なものではなく、また、①～⑦は、完全なも
のではない。
新・主要受益者テストは、問題となった事件における
①～⑦の適用を超えて、関連する証拠を考慮することが
できる。①～⑦は柔軟に適用される。この柔軟なアプ
ローチはPortland Terminal 判決に忠実である。同判決
は、同判決が依拠している事実が全ての職場にも同じよ
うに適用されることを示唆していない。また、この柔軟
なアプローチは、インターンシップの教育的側面という
現代のインターンシップの特徴を反映している。
連邦控訴裁は、以上のように述べて、連邦地裁判決を
破棄し、更なる手続きを求めた。なお、その後（2016年
7 月）、当事者間で和解契約が成立した41)。

Ⅴ．Glatt 判決以降の判例の展開

Glatt 判決が採用した新・主要受益者テストは、他の
連邦控訴裁判所に影響を与えた42)。
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1．Schumann v. Collier Anesthesia, P.A. 判決43)

フロリダ州では看護麻酔師（nurse anesthesia）の資
格を得るためには修士号が必要であり、修士課程のカリ
キュラムに臨床実習が含まれていた。原告 Schumann
は、大学院を運営しているCollier Anesthesia, P.A. に対
して賃金の支払いと時間外手当を求める訴訟を提起し
た。Schumann は、臨床実習が法定労働時間以上のもの
であり、自らが正規の麻酔看護師に代わる仕事（実習）
を行ったとした。本件の主な争点は、大学院生である
Schumann が公正労働基準法上の労働者に該当するか否
かであった。連邦地裁は、新・主要受益者テストを適用
し、Schumann が同法にいう労働者ではないとした。
第11巡回区連邦控訴裁判所は、新・主要受益者テスト
を適用し、連邦地裁と同様の判断をした。連邦控訴裁は、
同テストを適用した理由をGlatt 判決と同様であるとし
た。連邦控訴裁判所は、同テストのうち、特に⑤⑥を本
件に当てはめた。
新・主要受益者テスト⑤「インターンシップの実施期
間は、インターンシップを行う学生に対して、教育的価
値を提供する期間にどの程度限定されているか」。これ
については、インターンシップの目的を認識し、インター
ンシップの期間が目的を達成するために必要か否かにつ
いて決定しなければならない。インターンシップの期間
は、有益な学びの期間と比較して、大きくその限度を超
えたものであるかについて考慮すべきである。学生は 4
セメスター中に少なくとも550ケースの実習をしなけれ
ばならないが、厳密に550ケースの実習を行うことが困
難であることは想像に難くない。州法も550ケースの実
習を厳密に行うよう要求しているとは解されないので、
実習期間が長すぎるとはいえない。もし、 4セメスター
中に550ケース以上の実習を行っている理由が彼らの過
重実習によるものであるならば、院生は公正労働基準法
上の労働者に該当する。
新・主要受益者テスト⑥「インターンシップを行って
いる学生の実習は従業員の仕事に取って代わるものでは
なくどの程度補助的なものか、またインターンシップが
学生にとってどの程度教育的価値の大きいものか」。こ
れについては、インターンシップがインターンシップ生
に重要な教育上の利益を提供している一方で、インター
ンシップ生の実習が正規従業員の仕事にとって代わると
いうよりもむしろ補足している程度である。

2．Benjamin v. B & H Educ. Inc判決44)

美容実習を行っていた美容専門学校生の Benjamin
は、同専門学校を運営しているB & H Education に対し
て賃金の支払いを求める訴訟を提起した。Benjamin の
主張によれば、B & H Education での実習は、美容師試
験に必要な内容というより、既に自分ができることの内
容となっているので、自分が無償で巧みに利用されてい

るという。本件の主な争点は、専門学校生である
Benjamin が公正労働基準法上の労働者に該当するか否
かであった。連邦地裁は、新・主要受益者テストを適用
し、Benjamin が同法にいう労働者ではないとした。
第 9巡回区連邦控訴裁判所は、新・主要受益者テスト
を適用し、連邦地裁と同様の判断をした。同テストは連
邦最高裁の経済的実態テストの適用をあらわし、各連邦
控訴裁判所は各事件における状況の総合的判断を行って
いる。したがって、インターンシップ生の労働者該当性
を判断する上で、新・主要受益者テストは最も妥当な判
断基準である。
同テスト①については、美容専門学校生は実習に報酬
がないことを知っている。同テスト②③については、美
容専門学校生は単位認定にかかわる実習時間において実
地研修を受けているとした。そして、本件で問題となっ
た実習は同テスト④も充足している。なぜなら、学生は、
実習中、美容師試験の受験資格を得るための必要な時間
を計ることを許容されているからである。同テスト⑤に
ついては、専門学校は、美容師試験の受験資格を得るた
めの必要時間以上に、何か他のプログラムを生徒に受講
するよう要求していない。同テスト⑥については、専門
学校生は正規従業員の代わりにはならない。同テスト⑦
については、専門学校生は卒業と同時に就職を期待して
いない。よって、Benjamin は公正労働基準法上の労働
者には該当しない。専門学校は美容師試験の受験資格を
得るための実習を課しているに過ぎない。
このように、Glatt 判決後の二判決は、インターンシッ
プ生が公正労働基準法上の労働者に該当しないとした。
そして、インターンシップ生を労働者に該当するとした
連邦控訴裁判所は現在のところみあたらない45)。

3．新・主要受益者テストの特徴
Glatt 判決は、ファクトシート71号に代えて新・主要
受益者テストを提示した。同判決後の Schumann 判決
や Benjamin 判決も、同テストを採用した。そこで、三
判決が適用した同テストの特徴をみることにしたい。
第一に、ファクトシート71号と新・主要受益者テスト
の適用の仕方である。上述のように、アメリカ労働省は
同号①～⑥の全充足を求めるという厳格な判断基準で
あった（ 1つでも充足しなければ、インターンシップ生
の労働者該当性が肯定される）。それに対して、Glatt
判決は、新・主要受益者テスト①～⑦を柔軟に適用する
としている。判断基準の要件数は同テストのほうが多い
が、同号のように全充足を求めない点で同号と同テスト
の適用の仕方には厳緩がある。このことから、同号はイ
ンターンシップ生より46)、同テストは企業より47)の判断
基準といえるのかもしれない。
第二に、ファクトシート71号①～⑥と新・主要受益者
テスト①～⑦を対比すると表 2のようになる。
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ファクトシート71号①と新・主要受益者テスト②、同
号③－1と同テスト⑥－1、同号⑤と同テスト⑦、同号
⑥と同テスト①は、それぞれ関連している。一方、同号
②③－2と④は同テストで採用されていない48)。他方、
同テスト③④⑤⑥－2は、同号にみられなかった新しい
要件である。
第二に、新・主要受益者テストと Portland Terminal
判決の関連性である。Schumann 判決は、同テストは主

に次の 2点で Portland Terminal 判決に関連していると
する。 1つ目は同テスト①である。①は、職業訓練が無
償で行われることを訓練生と企業側が理解していたこと
を考慮したPortland Terminal 判決と本質的には同じで
あるとする。2つ目は同テスト⑥－ 1である。⑥－ 1 は
職業訓練生が正規の従業員に取って代わるかどうかとい
う点を考慮したPortland Terminal 判決に直接関連する
ものである。
このようにみると、1947 年の Portland Terminal 判
決から 2015 年の新・主要受益者テストまで一貫して用
いられている要件は、インターンシップ生の正規従業員
への代替可能性（同判決②、ファクトシート71号③－ 1
及び同テスト⑥－ 1）、インターンシップが無償である
ことへの理解（同判決④、同号⑥及び同テスト①）とい
う 2つの要件であった。そして、同号から同テストまで
用いられた要件は、インターンシップの教育内容類似性
（同号①と同テスト②）と就職を前提としたインターン
シップかどうかという要件（同号⑤と同テスト⑦）であっ
た。このような 2つの判断基準を経て提示された同テス
ト③④⑤⑥－ 2は、現代のインターンシップの有する教
育的価値を反映したものであり、同号にはみられなかっ
た新しい要件と評価されている49)。

Ⅵ．むすびに代えて

本稿では、アメリカにおける無償インターンシップ訴
訟の展開を概観してきた。
1．ファクトシート71号の廃止
当初は職業訓練生の労働者該当性が問題となり、その
後、インターンシップ生の労働者該当性が問題となった。
この問題を判断する基準については、半世紀以上にわ
たって議論されてきた。
上述のように、連邦最高裁判所が Portland Terminal
判決で示した四理由にはじまり、その後、アメリカ労働
省の示したファクトシート71号が提示され、そして同号
をめぐる連邦控訴裁判所の間での対立を経て、新・主要
受益者テストの採用で複数の連邦控訴裁判所の判断基準
が一致してきた。もっとも、同テストについては、主観
的であるという批判50)、インターンシップと教育プログ
ラムを結びつきすぎているという批判51)、卒業必修のイ
ンターンシップと選択のそれとを識別していないという
批判52)などがあった。このようなインターンシップ生の
労働者該当性の判断基準は、立法的に解決すべきであ
る53)、又は、連邦最高裁判所が提示すべきである54)とい
う意見を生むことになった。
こうしたなかで、アメリカ労働省は、2018年にファク
トシート71号を廃止した55)。同省は、同号の代わりに新・
主要受益者テストを採用するとした。同テストは、イン
ターンシップの主な恩恵が企業への経済的利益であるの
か、インターンシップ生の教育であるのかを問い、企業
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表 2 ファクトシート71号と新･主要受益者テストの対比

ファクトシート71号 新・主要受益者テスト

①インターンシップが教
育内容に類似しているか

①インターンシップ生と
企業はインターンシップ
が無償であることについ
て、どの程度明確に理解
しているか

②インターンシップが学
生の利益になっているか

②インターンシップが教
育機関から提供される教
育内容とどの程度類似し
ているか。

③－1＝インターンシップ
生は正規従業員に取って
代わるものでなく、③－2
＝従業員の監視下で働い
ているか

③インターンシップがそ
れを行う学生の正式な教
育プログラムの一環とし
てどの程度結びついてい
るか、インターンシップ
が単位取得とどの程度結
びついているか

④企業はインターンシッ
プ生から直接利益を受け
ず、場合によっては業務
の妨げになっているか

④インターンシップが授
業の開講期間と一致する
ことにより、学業への配
慮がどの程度なされてい
るか

⑤インターンシップ生は、
インターンシップ終了時
に、正規従業員として就
職することが前提とされ
ているか

⑤インターンシップの実
施期間は、インターンシッ
プを行う学生に対して、
教育的価値を提供する期
間にどの程度限定されて
いるか

⑥企業とインターンシッ
プ生はインターンシップ
が無償であることを理解
しているか

⑥－1＝インターンシップ
生の実習は正規従業員の
仕事に取って代わるもの
ではなくどの程度補助的
なものか、また⑥－2＝イ
ンターンシップが学生に
とってどの程度教育的価
値の大きいものか
⑦インターンシップがイ
ンターンシップ終了後の
就職を前提とせずに行わ
れていることについて、
学生と受入先がどの程度
理解しているか



側とインターンシップ生の関係の経済的実態を考慮する
ことになる56)。企業が主な恩恵を受けている場合、イン
ターンシップ生には公正労働基準法にいう労働者とし
て、同法に定められている最低賃金を払うことが必要に
なる（有償インターンシップ）。それに対して、インター
ンシップ生が主な恩恵を受けている場合、無償インター
ンシップが可能となる57)。
このように、インターンシップ生の労働者該当性につ
いての判断基準に関する論争は、立法部・司法部（連邦
最高裁判所）による解決ではなく、行政部が司法部（連
邦控訴裁判所）の判断基準を採用するということで一応
の解決をみた。今後は、同テストがインターンシップ生
の労働者該当性の判断基準として適用されることになろ
う。

2．無償インターンシップ訴訟がもたらしたもの
アメリカにおける主な無償インターンシップ訴訟は、
2007～2009年の景気後退により、無償インターンシップ
生を悪用する企業が増加したことに起因するものであっ
た。一連の無償インターンシップ訴訟において、連邦控
訴裁判所は、インターンシップ生の労働者該当性を肯定
しなかった。企業側は新・主要受益者テストを意識しつ
つ、無償でインターンシップを行うことができる。
しかし、現実はそのように動かなかった。企業側は、
無償インターンシップ訴訟で生じるリスクを避けるため
に、インターンシップ生に報酬を支払い、有償インター
ンシップを採用するようになった58)。また、無償イン
ターンシップを廃止する企業もでてきたのである59)。も
ちろん、これが無償インターンシップ訴訟のもたらした
影響であるといえるためには、様々な観点からのリサー
チと実証、そして綿密な分析が必要されることはいうま
でもない60)。今後の課題としておきたい。

〔付記〕
本稿は、2018年度中部学院大学・中部学院大学短期大
学部の特別研究費の助成を受けて行った研究成果の一部
である。
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The Development of Unpaid Internship Litigation
in the United States of America:
From Glatt Through Benjamin

Norihisa ASADA

Abstract：This article presents the development of unpaid internship litigation in the United States, wherein
unpaid interns sought minimum wage against companies. This situation evolved into litigation. In this litigation,
the point is whether interns must be deemed an “employee” under the Fair Labor Standards Act of 1938. This
article introduces the development of the case since the Portland Terminal Case (1947). This article describes
Fact Sheet #71 by the U.S. Department of Labor and Federal Circuit Courts that explains it. The fact sheet
describes the new “Primary Benefits” test that has been presented in the Glatt Case (2015). This article states
the development of the unpaid internship case after the Glatt Case. Finally, it shows that the controversy over
the tests in the unpaid internship litigation was tentatively resolved by the abolition of Fact Sheet #71 (2018).

Keywords：Workers, Unpaid Internship Litigation, The Fair Labor Standards Act, Fact Sheet #71,
Paid Internship
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